
【大規模建設事業評価監視委員会でのご意見及び対応方針（案）】

委員のご意見 評価監視委員会のご意見を踏まえた今後の対応方針

①
意見・要望
（●●委員）

（事後評価と重複）

②
意見・要望
（●●委員）

③
意見・要望
（●●委員）

項目

■（３）（仮称）新潟市地域と住まいの整備計画（新潟地域住宅計画（第4期）　【事前評価】


